
【事業概要】
■開催期間：令和5年4月1日～令和6年1月31日
※原則、期間中の火曜日、木曜日、金曜日

■開催時間：9時30分～16時30分
（※12：00～13：00を除く）

■予約方法：お電話等にて受付いたします。
■相　談　料：無料でご相談いただけます。
■会　　場：平塚商工会議所 相談室
■専　門　家：中小企業診断士

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
当所の経営指導員がお話を聴かせていただき、商工会議所会頭名で
日本政策金融公庫へ融資推薦し無担保・無保証人で融資を行う制度
〈融資対象〉
●常時使用する従業員数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）
　の法人または個人事業主
●平塚市内で1年以上営業している方・義務納税が完納している方
●6ヶ月以上の経営指導を受けている方（要相談）
〈融資限度額・返済期限〉
２,０００万円 運転（7年）設備（10年）/無担保・無保証人
※ご融資金額が1,500万円を超える場合は事業計画書の作成が必要になります。
〈金 利〉
経営改善利率1.25％（令和5年9月1日付）

お知り合いの企業で、まだ
商工会議所の会員でない方
を、ご紹介下さい。

平塚商工会議所 総務課
TEL  0463－22－2510

年会費
１口 5,000円より
（２口以上でご加入をお願い致します）

平塚商工会議所
会員増強実施中！

LINE公式アカウント

友だち募集中

＠０３９ｌｘｒｏｖ

　

小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金
（
マ

ル
経
融
資
）
は
、
平
塚
市
中
小
企
業
経

営
安
定
化
資
金
等
利
子
補
給
要
綱
に
盛

り
込
ま
れ
、
令
和
２
年
度
推
薦
分
か
ら

マ
ル
経
融
資
の
利
子
補
給
申
請
が
可
能

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
ご
利
用
下

さ
い
。
申
請
は
当
所
の
経
営
指
導
員
が

行
い
ま
す
。

　

当
所
で
は
、
大
き
く
社
会
環
境
が
変

化
し
た
中
で
、
地
域
経
済
の
担
い
手
で

あ
る
小
規
模
事
業
者
の
円
滑
な
資
金
繰

り
を
応
援
い
た
し
ま
す
。

　

安
心
し
て
ご
利
用
で
き
る
国
の
融
資

制
度
の
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金

（
マ
ル
経
融
資
）
を
ご
利
用
下
さ
い
。

（
貸
出
機
関
：
日
本
政
策
金
融
公
庫
）

　

当
所
の
経
営
指
導
員
が
個
別
に
事
業

資
金
・
事
業
計
画
等
の
ご
相
談
を
承
り

ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
、
売
上
が
一
定
以
上
減
少
し
て
い

る
場
合
は
、
金
利
引
下
げ
措
置
が
令
和

６
年
３
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

事
業
資
金
等
の
資
金
繰
り
に
支
障
が
出

て
い
る
際
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ

い
。

　

ま
ず
は
事
業
存
続
、
そ
し
て
再
起
に

向
け
て
の
資
金
等
に
ご
利
用
下
さ
い
。

　

随
時
、
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
お
り

ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

※

借
入
申
込
に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り

　

ま
す
。

　

中
小
企
業
相
談
所　

経
営
支
援
課

☎
22-

２
５
１
１

　

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
は
、

小
規
模
事
業
者
が
持
続
的
な
経
営
活
動

を
目
的
に
経
営
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
新
規
市
場
へ
の
参
入
に
向

け
た
売
り
方
の
工
夫
、
新
規
顧
客
獲
得

の
た
め
の
商
品
開
発
や
販
路
開
拓
等
の

取
組
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す

る
も
の
で
す
。

　

第
14
回
公
募
中
で
す
。
通
常
枠
は
補

助
率
三
分
の
二
で
、
補
助
上
限
額
が
50

万
円
。

　

こ
の
他
に
「
賃
金
引
上
げ
枠
」「
卒

業
枠
」「
後
継
者
支
援
枠
」「
創
業
枠
」

が
あ
り
補
助
率
は
同
じ
で
、
補
助
上
限

額
が
２
０
０
万
円
の
特
別
枠
が
あ
り
ま

す
。
申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
経

営
計
画
を
作
成
し
て
の
申
請
と
な
り
ま

す
。（
申
請
締
切
：
令
和
５
年
12
月
12

日
㈫
ま
で
）

　

計
画
作
成
や
申
請
支
援
に
つ
い
て

は
、
事
前
に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
経

営
指
導
員
と
専
門
家
が
採
択
に
向
け
て

ご
相
談
に
対
応
い
た
し
ま
す
。

　

補
助
金
申
請
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

よ
う
と
お
考
え
の
方
か
ら
ご
相
談
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問

合
せ
下
さ
い
。

　

中
小
企
業
相
談
所　

地
域
振
興
課

 

☎
22-

２
５
１
２

　

平
塚
商
工
会
議
所
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
は
じ
め

と
す
る
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
と
な
っ
た

社
会
環
境
の
変
化
の
中
、
原
油
高
に
よ

る
原
材
料
・
資
材
の
高
騰
や
、
あ
ら
ゆ

る
物
価
の
値
上
げ
に
対
し
て
価
格
転
嫁

へ
の
対
応
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
等
へ
の
対
応
と
い
っ
た
事
業
環

境
変
化
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
市
内
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
経
営
相
談

や
支
援
施
策
の
活
用
促
進
、
補
助
金
申

請
支
援
、
新
た
な
事
業
展
開
へ
の
相
談

窓
口
を
設
置
し
て
、
事
業
活
動
が
活
性

化
し
て
発
展
す
る
よ
う
経
営
指
導
員
と

専
門
家
（
中
小
企
業
診
断
士
）
に
よ
る

伴
走
支
援
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
相
談
の
予
約
は
、
以
下
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先
：
平
塚
商
工
会
議
所

地
域
振
興
課 

☎
22-

２
５
１
２
ま
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

創
業
か
ら
事
業
転
換
・
再
生
ま
で
商
工
会
議
所
は
地
域
の

事
業
所
の
拠
り
所
と
な
る
よ
う
様
々
な
ご
相
談
に
対
応
し

て
お
り
ま
す

事
業
環
境
変
化
対
応
型
支
援
事
業

「
事
業
転
換
・
販
路
開
拓
支
援
相
談
窓
口
」
を
開
設
中
！

自
身
の
事
業
活
動
と
ど
う
向
き
合
う
か

【
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
】

ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
た
い
！
商
品
を
宣
伝
し
た
い
！

販
路
開
拓
を
目
指
す
小
規
模
事
業
者
等
の
皆
様　

ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。（
対
象
・
従
業
員
20
人
以
下
の
小
規
模
事
業
者
）

事
業
の
継
続
発
展
へ
（
販
路
開
拓
・
設
備
投
資
）

小
規
模
事
業
者
の
資
金
繰
り
を
支
援
し
ま
す
！

マ
ル
経
融
資
の
ご
活
用
を
！

平
塚
市
利
子
補
給
制
度
の
対
象

で
す
。

融
資
額
に
対
す
る
利
子
の
２
分

の
１
を
24
ケ
月
利
子
補
給
し
ま

す
。
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【インボイスの記載事項】
①発行者の氏名または名称
②登録番号
③取引年月日
④取引の内容（軽減税率の対象品目である旨）
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額および適
　用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦受領者の氏名または名称

【自社・自店の販売先による考え方】

免税事業者等からの課税仕入に係る経過措
置制度導入から６年間は次のとおり経過措
置が認められています。
●2026年（令和8年）9月30日まで仕入の80％が
　控除できます。
その後
●2029年（令和11年）9月30日まで仕入の50％
　が控除できます。
※インボイス発行事業者登録していない課税事業者からの仕
　入も同様です。

選択肢

免税事業者の
ままでいる

（インボイス発行事業者
にならない）

課税事業者になる
（インボイス発行事業者
登録を行う）

メリット デメリット

●消費税の申告、納付
　が発生し、納税負担
　が増える。
●消費税分を販売価格
　に転嫁できないと、
　利益が減少する。

●販売先（お客様）は
　仕入税額控除が可能
　となるため、取引が
　継続する可能性が高
　い

●販売先は仕入税額控
　除ができないため、
　取引が見直され可能
　性がある。

販売先に事業者が
いない限り、イン
ボイス発行事業者
になる必要はない

事業者への販売の多
寡によって、インボ
イス発行事業者にな
ることを検討する

インボイス発
行事業者にな
ること検討す
る

基本的な
対応方針

●学習塾
●ゲームセンター
　等

●飲食店
●花屋等
　（小売業など）

●製造業
●建設業（ひ
　とり親方等）

自社の
業種（例）

●消費税の申告、納付
　が不要

販売先
の区分

事業者と
一般消費者が混在事業者のみ 一般消費者のみ

　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
事
業
者
に
な
る

か
の
判
断
は
、
販
売
先
に
よ
っ
て
も
異

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
販
売
先
が
一
般

消
費
者
の
み
の
場
合
、
仕
入
税
額
控
除

は
不
要
な
の
で
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
一
般
消
費
者
だ
と
思
っ
て
販
売

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
領
収
書
を
求
め
ら

れ
て
、
実
は
事
業
者
だ
っ
た
と
わ
か
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

販
売
先
が
事
業
者
で
も
、
そ
の
事
業

者
が
免
税
事
業
者
や
簡
易
課
税
を
選
択

し
て
い
る
事
業
者
な
ら
仕
入
先
か
ら
の

イ
ン
ボ
イ
ス
は
不
要
な
の
で
、
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
必
要
が
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
か

ど
う
か
は
、
自
社
・
自
店
の
経
営
状
況

や
販
売
先
と
の
関
係
性
や
将
来
の
経
営

戦
略
な
ど
踏
ま
え
、
総
合
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
な
っ
た
ら
２
割
特
例
？

（
３
年
間
の
負
担
軽
減
措
置
）

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
の
な
る
場
合
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、
納
税
額
を
売
上
税
額
の
２
割
に

軽
減
す
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。
業

種
に
か
か
わ
ら
ず
、
売
上
・
収
入
を
把

握
す
る
だ
け
で
税
額
計
算
が
可
能
と
な

る
こ
と
か
ら
、
税
負
担
の
み
な
ら
ず
事

務
負
担
も
大
幅
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

２
０
２
６
年
９
月
30
日
の
属
す
る
課

税
期
間
ま
で
適
用
で
き
る
３
年
間
の
経

過
措
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。

課
税
事
業
者
に
は
免
税
事
業
者

等
か
ら
の
課
税
仕
入
に
係
る
６

年
間
の
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
は
、
免
税

事
業
者
等
か
ら
の
仕
入
は
、
原
則
と
し

て
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
制
度
導
入
か
ら
６
年
間
は

経
過
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
９
月
30

日
ま
で
は
、
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕

入
の
80
％
は
控
除
で
き
ま
す
。
そ
の

後
、
２
０
２
９
年
（
令
和
11
年
）
９
月

30
日
ま
で
は
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入

の
50
％
が
控
除
で
き
ま
す
。

　

な
お
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
登

録
し
て
い
な
い
課
税
事
業
者
か
ら
の
仕

入
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

※

こ
の
経
過
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は

一
定
の
帳
簿
等
の
保
存
と
記
載
方
法

の
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
（
令
和
５
年
１
０
月

２
日
以
後
）
免
税
事
業
者
が
登

録
手
続
き
を
す
る
に
は
？

　

免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
10
月
１
日

か
ら
令
和
11
年
９
月
30
日
の
属
す
る
課

税
期
間
に
お
い
て
、
令
和
５
年
10
月
２

日
以
後
に
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と

な
る
場
合
に
は
、「
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
の
登
録
申
請
書
」
に
登
録
希
望

日
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
提
出
日
か
ら
15
日
以
降
の
登
録
を
受

け
る
日
と
し
て
事
業
者
が
希
望
す
る

日
）

　

平
塚
商
工
会
議
所
中
小
企
業
相
談
所

で
は
、
毎
月
第
２
金
曜
日
に
税
理
士
に

よ
る
無
料
相
談
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。　

   

（
要
予
約
） 

☎
22-

２
５
１
２

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
る
の

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の
登

録
申
請
を
行
っ
た
課
税
事
業
者
の
み
で

す
。
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
な
る
に
は
、
課
税
事
業
者
に

切
り
替
え
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

へ
の
登
録
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

免
税
事
業
者
は
、
課
税
事
業
者
に
な

り
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る

か
、
免
税
事
業
者
の
ま
ま
で
い
る
か
判

断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

３
面
の
制
度
説
明
会
参
照

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
？

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
、
適
格
請
求

書
（
以
下
、
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と
呼
ば
れ

る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
請
求
書
の
や

り
と
り
を
通
じ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
受
け

取
っ
た
者
の
み
、
消
費
税
の
仕
入
税
額

控
除
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
制
度
で

す
。

　

売
り
手
（
自
社
・
自
店
）
が
買
い
手

（
お
客
様
）
に
対
し
て
正
確
な
適
用
税

率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
た
め
の
手

段
で
す
。
請
求
書
や
領
収
書
、
納
品

書
、
利
用
明
細
と
い
っ
た
も
の
を
指
し

ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
に
は
次
の
７
つ
の
事
項

を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

何
が
ど
う
変
わ
る
？

何
が
起
こ
る
？

　

自
社
・
自
店
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行

で
き
な
い
と
販
売
先
（
お
客
様
）
は
仕

入
税
額
控
除
が
で
き
ま
せ
ん
。
消
費
税

の
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
の
で
、
取
引

を
見
直
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
自
社
・
自
店
の
仕
入
先
が
イ
ン

ボ
イ
ス
を
発
行
し
て
く
れ
な
い
と
、
そ

の
分
の
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
な
い
た

め
、
自
社
・
自
店
の
消
費
税
負
担
が
増

え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま

し
た
が
自
社
・
自
店
が
も
と
も

と
消
費
税
課
税
事
業
者
の
場
合

　

課
税
事
業
者
で
あ
る
自
社
・
自
店
は

仕
入
税
額
控
除
を
行
い
、
消
費
税
を
納

付
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
仕
入
先
か
ら

イ
ン
ボ
イ
ス
を
入
手
で
き
な
い
と
、
仕

入
税
額
控
除
が
で
き
ま
せ
ん
。
消
費
税

の
負
担
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

※

簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
て
納
税
し

て
い
る
場
合
は
、
み
な
し
仕
入
率
に

基
づ
き
仕
入
税
額
控
除
の
計
算
を
し

ま
す
の
で
、
自
社
の
税
負
担
が
増
加

し
ま
せ
ん
。

再
確
認
で
す
が
・
・

自
社
・
自
店
が
免
税
事
業
者
で

あ
る
場
合

　

消
費
税
の
納
付
は
免
除
さ
れ
ま
す

が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で

き
な
い
と
販
売
先
（
お
客
様
）
仕
入
税

額
控
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

販
売
先
（
お
客
様
）
の
税
負
担
が
増

加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

令
和
５
年
10
月
１
日

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。
対
応
済
？　

理
解
度
は
？

免
税
事
業
者
は
ど
う
対
応
す
る
？

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
登
録
す
る
こ
と
は
課
税
事
業
者
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
判
断
は
？

お
取
引
先
（
販
売
先
）
に
よ
る
判
断
も

２
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●相続手続●遺言作成
●成年後見●終活支援

日時

令和５年10月５日㈭
9：00～16：00

令和５年10月20日㈮
11：00～11：50

令和５年11月16日㈭
11：00～11：50

令和５年12月20日㈬
11：00～11：50

個人事業者
法　　　人 平塚税務署

2階総合窓口
平塚市浅間町9番１号
平塚市庁舎

平塚税務署
TEL0463-22-1400（代表）
上記の番号におかけ頂いた後、
自動音声案内に従い、「２」を選
択してください。
【個人事業者の方】
個人課税第１部門（内線313）
【法人の方】
法人課税第１部門（内線413）

平塚税務署
TEL0463-22-1400（代表）

上記の番号におかけ頂いた後、
自動音声案内に従い、「２」を選
択してください。
法人課税第１部門（内線413）

個人事業者
法　　　人

個人事業者
法　　　人

令和５年10月３日㈫

令和５年10月16日㈪

令和５年11月10日㈮

令和５年12月14日㈭

令和５年11月１日㈬

令和５年12月１日㈮

令和５年11月６日㈪
9：00～16：00

令和５年12月５日㈫
9：00～16：00

申込期限

日時 申込期限 開催場所 定員 連絡先

対象者 開催場所 連絡先

平塚税務署
３階大会議室
平塚市浅間町9番１号
平塚市庁舎

各40名

　インボイス制度説明会のご案内

　登録要否相談会のご案内

免税事業者向け

インボイス発行事業者の

令和５年10月から消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施され「インボイス発行事業者」となるためには、
登録申請が必要です。（登録は任意です。）
❶ 説明会の主な内容　インボイス制度の基本的な仕組み
❷ 説明会の日程

❶ 相談会の内容　インボイス発行事業者の登録をうけるかどうかをご検討される免税事業者の方を対象に、登録の考え方や
事業の状況に応じて必要な情報等をご案内します。

❷ 相談会の日程

※いずれの開催も12：00～ 13：00を除く。
　相談時間は、個人事業者のみを対象とする開催は各回30分程度、個人事業者及び法人を対象とする開催は各回1時間程度となります。

説明会・相談会の参加に当たって
●参加を希望される方は、事前予約制とさせていただきますので、事前に連絡先まで申込みをしていただき相談開始時間の
　調整をお願いします。
　なお、定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、予めご了承ください。また、新型コロナウイル
　ス感染症の拡大状況によっては、中止する場合がございます。
●ご来場には、公共交通機関をご利用ください。

平塚税務署より

３
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TEL 0463－22－0201　FAX 0463－23－2590

電気料金の見直しで経費削減しませんか？
”東京電力のお客様”月々の電気代の削減が見込めます。

店 舗 工 場事務所

聞き手を惹きつける
話し方のコツを伝授します
聞き手を惹きつける

話し方のコツを伝授します
聞き手を惹きつける

話し方のコツを伝授します

0463－58－8740

心とことばの研究所

湘南話し方センター

話す力・聞く力・伝える力

ホームページ https://www.hira-kyosai.org/

環境に配慮したENEOS製
品を製油所からの大型ロー
リー直送また弊社の平塚オ
イルヤードより小型ロー
リーにて工場・施設の皆様
へお届けしております。

http://www.sagami-oil.co.jp

【神奈川県からのお知らせ】

太陽光発電を設置して電気代を
節約しませんか？
県では、今年度から「事業所用太陽光発電の共同購入事業」を
開始しました。
現在、太陽光発電の設置を希望する、参加登録事業者を募集し
ています。
参加登録は無料ですので、是非この機会に太陽光発電の導入を
御検討ください。
■概　　要　●共同購入事業とは、太陽光発電の導入を希望する事

業者を広く募ることで、スケールメリットにより、通
常よりも安い費用で購入できる仕組みです。
●施工事業者は、厳しい審査の上、最終的に入札で選定
を行いますので、信頼できる業者が施工を行います。

■募集期間　2023年10月23日㈪まで
■対　　象　県内事業所に太陽光発電（10kW以上）の導入を希望す

る事業者
■参加方法　専用WEBサイトから参加（参加は無料、購入の判断は見

積り後）
https://group-buy.jp/solar/business-kanagawa/home

■問合せ先　かながわ みんなの会社に太陽光キャンペーン事務局
TEL 0120－203－500

～職場のメンタルヘルス対策～
令和５年度労務管理セミナー

いま、生活環境の変化などにより、強い不安感などストレスに
さらされ、精神が不安定になる方も増えてきています。経営面
でも大きな影響となるため、会社としてもそこへのケアをしっ
かり行う必要があるでしょう。そこで、本講座では自分自身や、
周りのメンタル不調な方への対処方法などを解説していきます。

日　時　2023年10月31日(火)14時～ 16時
会　場　平塚商工会議所　会議室
講　師　大谷尚子氏 トトノエトトノウ代表 産業カウンセラー
受講料　無料
定　員　40名(定員に達し次第、締め切ります)
申込み　HPにてインターネット申込、またはHPよりチラ

シをダウンロードしFAXにてお申込みください。
問合せ　平塚商工会議所 経営支援課　電話0463-22-2511
共　催　(一社)全国労働保険事務組合連合会神奈川支部平塚地区協議

会・平塚商工会議所中小企業相談所

あなたの部下や同僚、家族など、
●急に性格が怒りっぽくなった方
●いつも塞ぎこむようになった方
●何をするにも無気力になった方
　　　　など周りにいませんか。

もしかして
メンタル不調の
サインかも???

年末資金相談会
相談
無料

平塚商工会議所 中小企業相談所では、中小企業・小規模
事業者の皆さまを対象に、日本政策金融公庫担当者によ
る対面の年末資金個別相談会を開催いたします。
原則、事前予約による個別相談です。
日　時 ――――――――――――――――――――――――
　2023年10月13日㈮

10月20日㈮
10月27日㈮

場　所 ――――――――――――――――――――――――
　平塚商工会議所 相談室（平塚市松風町2－10）
持ち物 ――――――――――――――――――――――――
　直近２期分の決算書・最近の試算表 等

平塚商工会所中小企業相談所
TEL:0463－22－2511
お気軽にご相談ください

ご予約は
こちら

平塚商工会議所・日本政策金融公庫による

いずれも
13：30～15：30
※1回30分の相談となります。

⎫
⎬
⎭

電子帳簿保存法について、対策講座を実施いたします。
概要や実務における注意点、令和５年度の改正内容など
を解説いたします。是非お気軽にご参加ください。

会場：平塚商工会議所
定員：講座60名
　　　個別相談会４名（先着順）
講師：税理士・公認会計士　坂口 勝啓 氏

電子帳簿保存法
対策講座

2023年11月22日水
　　　講座 14時～16時
個別相談会 16時～17時

★お申込みは同封のチラシをご覧ください。
平塚商工会議所 経営支援課　TEL0463－22－2511

参加費無料

平塚商工だより　第717号　令和５年10月１日㈰
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こちらから動画
をご覧いただけ
ます！

楽しく撮影できました！

参加者の作品

㈲フラワー＆グリーン
花市場　清水久美子会員

お花の香りに包まれた楽しい
時間でした！

女

性

会

だ

よ

り

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に

動
画
を
ア
ッ
プ
!!

か
い
い
ん
ゼ
ミ
事
業

新
入
会
員
募
集
中

　

よ
り
多
く
の
方
に
女
性
会
の
活
動
や
雰

囲
気
を
知
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
、
ユ
ー
チ

ュ
ー
ブ
に
紹
介
動
画
を
ア
ッ
プ
し
ま
し

た
。
三
役
と
委
員
長
が
台
本
な
し
の
撮
影

に
挑
戦
。
楽
し
い
様
子
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

■
第
12
回 

８
月
23
日
㈬ 

10
名
参
加

　

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
講
座

「
今
さ
ら
聞
け
な
い
超
初
心
者
🔰

基
本
の
き
!!
」

●
講
師
の
感
想　

清
水 

久
美
子 

会
員

　

一
年
の
中
で
最
も
お
花
が
も
た
な
い
季

節
に
こ
の
講
座
を
さ
せ
て
頂
く
の
は
少
し

不
安
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
と
楽

し
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

暑
い
中
ご
参
加
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

●
参
加
者
の
声

　
「
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
、
奥
が

深
い
！
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
」「
そ

れ
ぞ
れ
に
個
性
溢
れ
る
素
敵
な
作
品
が
で

き
ま
し
た
」「
季
節
の
お
花
で
ま
た
ト
ラ

イ
し
て
み
た
い
で
す
」「
有
意
義
な
時
間

で
し
た
」

　

女
性
会
で
は
、
随
時
、
新
入
会
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
明
る
く
楽
し
く
地
域
の

活
動
を
し
な
が
ら
、
沢
山
の
仲
間
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
ま
す
。
ご
興
味
の

あ
る
方
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
（
入
会
資
格
は
平
塚
商
工
会
議
所
会
員

で
あ
る
女
性
経
営
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

方
に
限
り
ま
す
）

【
担
当
】
経
営
支
援
課  

22―

２
５
１
１

青

年

部

だ

よ

り

　

令
和
５
年
５
８
月
20
日
㈰
ち
が
さ
き
柳

島
キ
ャ
ン
プ
場
（
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
柳

島
海
岸
１
５
９
２
番
１
地
先
）
に
て
８
月

定
例
会
『
ま
だ
ま
だ
終
わ
ら
な
い
ぜ
！
２

０
２
３
夏
！
〜
交
流
チ
ャ
ン
ス
Ｂ
Ｂ
Ｑ

〜
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
平
塚
商
工
会
議
所
青
年
部
は
１

０
０
名
を
超
え
る
企
業
代
表
者
で
構
成
さ

れ
た
経
営
者
集
団
で
す
。
メ
ン
バ
ー
は

様
々
な
業
種
の
経
営
者
と
活
動
す
る
こ
と

で
、
多
く
の
知
識
と
情
報
を
自
社
企
業
に

持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
、
メ
ン
バ
ー
の
活

動
そ
の
も
の
が
自
社
企
業
の
《
財
》
で
あ

り
ま
す
。
本
定
例
会
で
は
、
な
か
な
か
活

動
に
参
加
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
メ
ン
バ

ー
や
、
日
々
肩
の
力
が
抜
け
な
い
メ
ン
バ

ー
で
も
普
段
と
は
一
味
違
う
非
日
常
的
な

雰
囲
気
の
中
、
メ
ン
バ
ー
の
熱
い
想
い
を

繋
ぎ
、
活
発
な
意
見
交
換
が
自
然
と
生
ま

れ
る
場
を
設
え
、
メ
ン
バ
ー
の
活
動
活
性

化
を
目
的
と
し
企
画
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
で
は
各
テ
ン
ト
に
分
か
れ
、
ア

ウ
ト
ド
ア
な
ら
で
は
の
手
法
で
火
起
こ
し

体
験
を
行
い
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
の
殆
ど

が
初
体
験
で
あ
り
、
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら

も
協
力
し
て
無
事
に
火
を
起
こ
せ
ま
し

オ
ー
プ
ン
に
な
り
、
普
段
な
か
な
か
意
見

を
交
わ
さ
な
い
メ
ン
バ
ー
同
士
が
時
間
の

許
す
限
り
交
流
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。

　

当
日
は
、
晴
天
に
も
恵
ま
れ
、
開
放
感

の
溢
れ
る
非
日
常
的
な
雰
囲
気
の
中
、
活

発
な
交
流
が
で
き
、
会
員
交
流
の
観
点
と

し
て
も
、
良
い
定
例
会
に
な
り
ま
し
た
。

本
定
例
会
を
通
し
、
な
か
な
か
参
加
が
叶

わ
な
か
っ
た
メ
ン
バ
ー
や
、
新
し
い
メ
ン

バ
ー
の
更
な
る
交
流
と
、
今
後
の
活
動
の

活
性
に
繋
げ
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
準
備
に
至
っ
て

は
会
員
皆
様
の
ご
協
力
を
賜
り
、
数
多
く

の
参
加
を
募
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
委

員
会
の
皆
様
に
至
っ
て
は
、
多
く
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　豊原町の旧市役所分庁舎前で整体院を営業しています。理
学療法士の免許を保有しており、元々は病院などでリハビリ
業務に従事していました。ストレッチマシンを使用して、
「辛くない」パーソナルトレーニングも行っています。
【商工会議所に加入するきっかけ】
　小さい店舗のため、新しいことへの挑戦や広告などへの資
金の捻出が難しいことが多くあります。移転直後にコロナ禍
も始まり尚更でした。そのときに、友人から平塚商工会議所
の方を紹介してもらい、補助金への応募の仕方や対策などを
指導してもらいました。その後も各種補助金やイベントへの
出店などの相談でお世話になっています。融資を受けるため
の相談やその他補助金や資金繰りなどに対する相談をメイン
に利用させて頂いています。
【商売（事業）をする上で気をついていること】
　痛みや不調の出方はそれぞれ違うため、基礎や軸となる考
えをしっかりと持ち、そこにオリジナリティを上乗せするよ
うに心がけています。そうすることで応用が効くようにな
り、幅広い訴えに対応できます。「ここがあるから安心」と
思える、生活の支えになるような場所にしたいです。
【お店のＰＲ・将来ビジョン】
　医療機関での経験を生かし、痛みや不調を部位で見るので
はなく、内臓や脳なども含め全体として評価し施術をする、
当院独自の理論を基に施術をしています。（同理論の治療家
向けDVDも発売されています）
　これからも、地域の方々に施術や健康維持を通して貢献で
きたらと思います。その他、一般・専門家向けの講義や健康
器具の開発などもしていきたいと思います。

■アスエル整体院
〒254－0051 平塚市豊原町3－4
TEL：070－4337－7936　　営業時間：9：30～19：00
URL：https://as-yell.com/

アスエル整体院
院 長 道 海 博 久さん

有限会社 ブリッジ
代表取締役 砂 田 浩 司さん

　『本当に欲しい自動車部品及び車両を海外へ』をコンセプ

トに19年前に大阪市内にて起業し、３年前に平塚市に拠点

を移しました。

　海外（輸出実績国：アメリカ、ドイツ、オーストラリア、

デンマーク、シンガポール、タイ、台湾、香港、マレーシア

等）に構築した独自ネットワークに対して、日本ブランドの

パフォーマンスパーツやコレクターズカー（旧車、ネオクラ

ッシックカー）等を中心に輸出しています。また、必要に応

じて海外から同様のパーツや車両も輸入もさせていただいて

おります。

　ここ10年間は自社での輸出入業務だけではなく、日本の

企業（商社、専門店）と海外の企業（メーカー）間の架け橋

となり、契約交渉・折衝等のコーディネート業務も行い、

数々の独占販売契約を成立さ

せてきました。

　今後はさらに販路を拡大し

て、もっと多くの海外ユーザ

ーに日本の商品を輸出販売し

ていきたいと思います。

■有限会社ブリッジ
湘南支店：〒254－0052 平塚市平塚5－2－1
TEL：090－6559－6559　　FAX：050－3510－9350
URL： www.bridge-japan.com

平塚商工会議所会員さんクローズアップ！
わが街の素敵なお店・会社の紹介

●地域総合経済団体である商工会議所の組織力を高め、地域の未来を創造しましょう！

会員増強キャンペーン実施中！
  平塚市内のお知り合いの事業者さま・お取引先さまをご紹介下さい。

平塚商工会議所は皆様の経営を寄り添ってサポート致します。　お問合せ：総務課 業務担当 22-2510
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Planning
&

Design鹿島学園高等学校・鹿島山北高等学校
連携サポート校

KG高等学院 平塚キャンパス

広域通信制（単位制）高等学校

紅谷町10－12（平塚駅西口徒歩３分）

KG高等学院 平塚キャンパス

鹿島学園高等学校・鹿島山北高等学校

紅谷町10－12（平塚駅西口徒歩３分）
☎0463－22－4647☎0463－22－4647

働きながら、高卒資格を取ろう！

連携サポート校

～変えられるのは、未来と自分～
広域通信制（単位制）高等学校

検索KG高等学院　平塚

税理士法人あおば 湘南支店
https://aoba-tax-shonan.tkcnf.com/

土曜日も無料相談（要予約）実施中！！

TKC全国会所属

平塚市八重咲町７－２５ 八重咲大木ビル２０１号
TEL：0463-79-5271 FAX:0463-79-5261

相続、創業、経営改善、融資相談、補助金申請、税金の事
一人で悩まずに税理士へ相談してみませんか？

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」の活用を！令和５年10月１日から神奈川県最低賃金

1,112円
時間額 41円 UP

✓ 必 ず チ ェ ッ ク

最 低 賃 金
✓使用者も　✓労働者も

神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パー
ト・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を
問わず、すべての労働者に適用されます。

業 務 改 善 助 成 金

また、厚生労働省と中小企業庁が連携し、最
低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業
に対する支援の周知を実施しています！
厚生労働省のインターネットサイトから、「最
低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規
模事業者への支援施策紹介マニュアル」（全
文または概略版）がダウンロードできます。

お問合せ先 ▶ 業務改善助成金コールセンター
☎0120－336－440（受付時間：平日８：30～17：15）

御　相　談　先 ▶ 神奈川働き方改革推進支援センター
☎0120－910－090（受付時間：平日９：00～17：00）

「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き上
げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

神奈川労働局 賃金室

平塚駅周辺地区の地権者等向け 平塚市敷地共同化説明会のご案内
　「建替えを検討しているけれども、活用できる補助金や制度がわからない」「建替えにどのような手法があるかわからない」
そんな悩みをお持ちではないですか。
　平塚市では、地権者による共同化（※）に向けた活動への支援を行う、「平塚市敷地共同化推進事業支援制度」を令和５年７
月１日から始めており、今回、制度の活用促進に向けた説明会を実施します。
　説明会では、制度内容の説明に加え、平塚駅周辺地区のまちづくりの今後の展開を考えるため、再開発に関する専門的な資
格を有する敷地共同化アドバイザーに参加いただき、まちづくりに係るパネルディスカッション及び個別相談を実施します。
　平塚駅周辺地区に関わる商店会の皆様に加え、平塚駅周辺地区に土地や建物をお持ちの皆様に是非ご参加いただきたいと考
えております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
※共同化（共同建替え）：複数の地権者が、隣接する敷地を活用して共同で一体的に建替えをすること

日　　　時　令和５年10月11日(水)　19:30～21:00（開場19：00）
会　　　場　崇善公民館１階会議室１・２（平塚市見附町1－8）
プログラム　【第１部】パネルディスカッション「20年後も輝きつづけるまちづくり」
　　　　　　【第２部】敷地共同化推進事業支援制度について
　　　　　　【第３部】個別相談
申　　　込　事前申込は不要です（定員５０人）
問　合　せ　先　平塚市都市整備部都市整備課　0463－21－8783（直通） 詳細はこちら▶
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★ 随時開催 ※相談時間30分程度

★ 随時開催 ※相談時間90分程度

★ 随時開催 ※相談時間30分程度

★ 2日㈪・16日㈪ ※相談時間30分

★ 20日㈮ ※相談時間30分

★ 13日㈮ ※相談時間30分

★ 4日㈬ ※相談時間30分

★ 20日㈮ ※相談時間60分

専門家による定期相談のお知らせ

◆ご利用方法◆
ご相談（★）は予約制となっておりますので、事前に下記までお申込み下さい。なお、相談料については無料です！ 
平塚商工会議所 地域振興課  TEL.0463－22－2512／ FAX.0463－24－0079
※相談時間枠を超える相談及び業務を直接依頼される場合は別途費用が掛かります。

相談日相談事項 相談内容（例）
●契約上の留意点・取引上のトラブル
●事業に係る法的な相談　等
●事業計画書の作成方法について ●開業資金の借入方法について
●各種創業支援策について　等
●帳簿のつけ方や申告の方法 ●事業に係る相続の問題
●株式会社等を設立するには ?　等

●新製品やアイデアの特許をとるには？　等

●事業資金に関する相談　等

●残業時間の上限規制 ●年次有給休暇の時季指定義務
●働き方改革関連助成金　等
●事業プランを見てもらいたい　●資金の運用面や企業の体質を改善するには？
●人事・労務管理等のアドバイスが欲しい　等
●事業承継の進め方 ●自社株式等資産の承継
●事業承継計画策定　等

●生産管理や製造・技術等について

法 律 相 談

創 業 相 談

税 務 相 談

働 き 方 改 革 相 談

経 営・労 務 相 談

事 業 承 継 相 談

特 許 相 談

金 融 相 談

製 造・技 術 相 談

1010月

★上記カレンダーの「事業転換・販路開拓相談窓口」
　にて対応いたします。

●平塚商工会議所10月定例常議員会 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所青年部第7回役員会 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●全国商工会議所女性会連合会新潟大会 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所IT導入補助金とデジタル活用講座（制度改正事業）

●平塚駅周辺地区地権者等向け平塚市敷地共同化説明会

●第7回平塚まちゼミ（～10/31まで）

●湘南ひらつか囲碁まつり

●TOKAIグローカルフェスタ2023

●一社）内外情勢調査会平塚支部懇談会

●第229回日本商工会議所珠算検定試験
●湘南ひらつかふれあいマーケット（平果地方卸売市場）

●平塚商工会議所定期健康診断および成人病予防検診（～26日）
●一社）神奈川県商工会議所連合会定例専務理事会議　 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●サテライトゼミWeb活用講座
●日本商工会議所10月合同委員会

●平塚商工会議所建設業部会視察研修会

●サテライトゼミWeb活用講座

●湘南ベルマーレ VS ヴィッセル神戸（レモンガススタジアム平塚）

●平塚商工会議所青年部第8回三役会
●神奈川県商工会議所連合会会頭会議・県予算要望

　 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●湘南異業種グループ連絡会視察研修会・交流会　 ★事業転換・販路開拓相談窓口

　 ★事業転換・販路開拓相談窓口

　 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所女性会第14回かいいんゼミ
●平塚逸品研究会 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所女性会役員会
●平塚商工会議所青年部10月定例会 ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚市採用力強化セミナー ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所女性会主催DXセミナー　　●日本商工会議所青年部第43回関東ブロック
大会「せせらぐ水の街静岡みしま大会」（～29日まで） ★事業転換・販路開拓相談窓口

●平塚商工会議所労務管理セミナー ★事業転換・販路開拓相談窓口
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